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５－裁決の形式 

 
 
● 裁判官は紛争の当事者らが彼のもとを訪れたら、誰が原告かを訊ねます。あるいは彼ら

の内のいずれかが開口するまで、沈黙することも出来ます。そして原告を名乗り出る者

に先に喋らせ、被告がその内容を認めるならば、裁判官は被告に対して原告の権利を認

めるべく裁決を下します。 
 
● しかし被告が訴えの内容を否定する場合、裁判官は原告に証拠の提示を求めます。そし

て証拠が提示されたり、または証人が連れられて来たりしたら、それを調査したり、あ

るいは聴取をした上で、裁決を下します。既述のように特別な状況を除いては、裁判官

は確証のない単なる伝え聞きによって裁決を下してはなりません。 
 

● もし原告にいかなる証拠や証人もない場合、裁判官は原告に、彼が被告に対して被告自

身の無実を確証するための誓いをさせることが出来ることを伝えます。そして原告がそ

れを求めれば、裁判官は被告に無実の誓いをさせ、彼の無実を認めます。 
 

● しかし被告が誓いを回避し、それを拒むのであれば、裁判官は原告の訴えを認める裁決

を下します。というのもそのような態度は、被告の訴えの正当性を示す明らかな証拠と

なるからです。 
 

● また裁判官は被告が誓いを拒否した場合、逆に原告にそれを要請することも出来ます。

それは特に原告の訴えの信憑性が高い場合において勧められ、そして原告が要請通りに

誓いを行ったら、彼の訴えを認める裁決を下します。 
 
● また被告が自らの無実を誓い、裁判官がそれを認めた後に、原告が彼の訴えの正しさを

示す証拠あるいは証人を提示した場合、裁判官はそれによって原告の訴えを認める裁決

を下します。というのも無実の誓いは係争自体に終止符を打つだけのものであって、真

理を左右するものではないからです。 
 
 また裁判官の裁決はクルアーンとスンナ1、あるいはイジュマーァ2に相反したものではな

い限り、無効とはなりません。 

                                                   
1 訳者注：預言者ムハンマド（彼にアッラーの祝福と平安あれ）の示した手法や道のこと。 
2 訳者注：「イジュマーァ」とはイスラーム法における法源の 1つで、何らかの宗教的諸事においてある
時代のイスラーム学者が一致した法的見解のことです。 


